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新型コロナウイルス関連情報

問い合わせ

（10 月 20 日時点の情報です）

●直方市新型コロナワクチンコールセンター
TEL 0120-895-250　FAX 0949-25-1160

（午前 9 時～午後 7 時、月～金※祝日は除く）

　接種の時期や会場、
　接種券などについて聞きたい場合

●福岡県新型コロナワクチン専用ダイヤル
TEL 0570-072972（通話料は発信者負担）

（午前 9 時～午後 9 時、土日・祝日も実施）
●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
TEL  0120-761770

（午前 9 時～午後 9 時、土日・祝日も実施）

　接種後の副反応など医学的知見が
　必要な相談をしたい場合

　その他、新型コロナワクチンについて
　聞きたい場合

　乳幼児用のファイザー社製ワクチンを接種します。

　全部で３回で接種完了です。
　※3回目接種までの途中で5歳になった場合も、3回目までは乳幼児用ワクチンを接種します。

　現段階の接種実施期間までに接種を完了するためには、来年1月13日までに1回目の接種
を行う必要があります。

　11月以降、順次送付します。

　調整中です。最新の情報は、市のホームページまたは接種券同封の案内をご覧ください。

　インフルエンザワクチンとは同時接種可能です。
　その他のワクチン接種は、前後13日以上あけてください。

※最新の情報は、市ホームページをご確認ください。

乳幼児（６か月～４歳）へのワクチン接種

Q. どんなワクチンを打つの？

Q. 何回打つの？

Q. 接種券はいつ届くの？

Q. 接種会場はどこですか？

Q. 他の予防接種と一緒に打ってもいいの？

1
回目

2
回目

3
回目3 週間後 8 週間後

生後 6 か月以上 4 歳以下の子どもへの新型コロナワクチン接種が始まります。
現時点で、接種実施期間は令和 5 年 3 月 31 日までです。
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　コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等に対し市民生活や経済活動を
支援するため、水道料金の基本料金を免除します。

― 電気料金の補助範囲と対象期間が広がりました―
　市内事業者を対象に、対象期間及び燃料油等の区分に応じ、前年同月の燃料費の合計額を差
し引いた経費が10万円以上の場合、その2分の1を補助します。

水道管理課料金係(TEL 25-2171)、上下水道料金センター(TEL 25-2174)問い合わせ

商工観光課工業振興係（TEL 25-2159）問い合わせ

水道料金の基本料金を免除

燃料油等価格高騰対策補助金

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、
全国瞬時警報システム（J アラート）を用いた訓練で、直方市以外の地域でも様々な手段
を用いて試験放送されます。
●市内に設置してある防災行政無線（防災ラジオ含む）から一斉に、次のように放送されます。

▶ ▶

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の
全国一斉情報伝達訓練全国一斉情報伝達訓練

♪〜
（上りチャイム音）

「これは、Jアラートのテストです」
（3回放送）

♪〜
（下りチャイム音）

【問い合わせ】防災・地域安全課防災・地域安全係（TEL 25-2223）

11月16日(水) 午前11時頃

対　象

対　象

免除期間

上 限 額

対象となる料金

免除額の例

対象経費

市内のすべての水道使用者（官公庁を除く）

市内に事業所を有し、事業を継続している者　※その他交付要件あり

基本使用料およびメーター使用料
 ※超過料金と下水道等使用料は免除の対象外です。

水道メーターが口径13㎜の場合：1，605円（1か月）
　　　　　　　口径20㎜の場合：1，660円（1か月）

 ※1か月の水道使用量が10㎥（一時使用は1㎥）未満の場合、
　 翌月の水道料金の請求額は0円になります。

【第1期】令和4年1月～4月のうち任意の2か月の燃料費または電気料金
【第2期】令和4年5月～12月のうち任意の2か月の燃料費または電気料金
※燃料費は、重油、ガソリン、軽油、灯油、都市ガス、プロパンガスに限ります。

11月検針分（令和4年12月請求）から3か月間

【第1期】燃料費30万円／電気15万円
【第2期】どちらも30万円

申請期限 来年1月31日（火）

※期間内であっても、予算上限に達した場合は受付を終了する場合があります。 ※詳細についてはお問い合わせください。

第2弾


